
 

（電子メール施行）  

 

保  体  号  外   

令和７年５月７日   

 

各県立学校長 殿  

 

 

保健体育安全課長 

（公印省略） 

 

 

事件情報の共有・注意喚起について（下校時の車両による受傷事件）（通知） 

 

このことについて、別添のとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全

課から通知がありましたので、承知願います。 

 なお、登下校時の安全確保にあたっては、交通安全に加え、防犯や防災の観点についても留意

の上、地域や関係機関と連携して対応願います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：学校安全・防災班 

主幹（指導主事） 岩﨑 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp  

 

 

 



 

（電子メール施行）  

 

保  体  号  外   

令和７年５月７日   

 

 

各市町村教育委員会学校安全主管課長 殿  

（学校安全教育担当者 扱い）  

 

 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（公 印 省 略） 

 

 

事件情報の共有・注意喚起について（下校時の車両による受傷事件）（通知） 

 

本県の教育行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、標記のことについて、別添のとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生

社会学習・安全課から通知がありましたので御承知いただくとともに、貴教育委員会所管

の学校（石巻市は市立高等学校も含む）にお知らせ願います。  

 なお、登下校時の安全確保にあたっては、交通安全に加え、防犯や防災の観点について

も留意の上、地域や関係機関と連携した対応をお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：学校安全・防災班 

主幹（指導主事） 岩﨑 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp  

 

 

 



 

（電子メール施行）  

 

保   体   号  外             

令和７年５月７日   

 

 

各教育事務所長 殿 

 （学校安全教育担当者  扱い） 

 

 

保健体育安全課長 

（公印省略） 

 

 

事件情報の共有・注意喚起について（下校時の車両による受傷事件）（通知） 

    

 

このことについて、別添写しのとおり各市町村教育委員会学校安全主管課長宛て通知し

ましたので、承知願います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：学校安全・防災班 

主幹（指導主事） 岩﨑 

電 話：０２２－２１１－３６６９ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

E-mail：hokenaa@pref.miyagi.lg.jp  

 

 



 
 

   事 務 連 絡  
令和７年 5 月 2 日 

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課  
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附属学校を置く各国公立大学法人担当課 御中 
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 
 

文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課 

 
事件情報の共有・注意喚起について 
（下校時の車両による受傷事件） 

 
下記のとおり事件情報を共有します。 
再発を防ぐため、留意事項を踏まえ、各学校における今後の安全管理や安全教育に活かしていただくよ

う、よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 

事案名 下校時の車両による受傷事件 
発生日時 令和７年 5 月 1 日（木）午後 1時 30分頃 
受傷状況 児童 7 名の内、5 名軽傷、2 名骨折の重傷 

事件の概要 
複数の児童が下校中、車両が児童の背後から衝突し、受傷したもの。直ち

に救急搬送され、軽傷及びあごや腕を骨折する重傷と診断を受けた。 

再発防止のための 
留意事項 

通学時の安全確保については、これまでも格段のご尽力をいただいていると
ころですが、引き続き、学校の危機管理マニュアル作成の手引き※主な掲載：Ｐ
10～11、Ｐ16～Ｐ20、Ｐ32～35 など参考に、改めて自校の危機管理マニュアル
の記載を点検するとともに、学校、教育委員会、自治体、警察等の関係機関と連
携を図り、防犯や交通安全などの通学時の安全対策に取り組むようお願いしま
す。 
今回の事案は、車両運転手の故意による可能性が高いものですが、学校と地域

が連携した通学時の見守りを行うとともに、安全教育に当たっては、通学時を含
めた日常生活において、児童生徒等が自ら危険な状況を適切に判断し、回避でき
るよう、引き続き、安全に関する資質・能力の向上に向けた指導をお願いします。 



 
 

参考資料 

○学校の危機管理マニュアル作成の手引 
 
○学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン 
 
○学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 
 
○令和７年４月１日付け文部科学省事務連絡「児童生徒等の登下校時の安全確
保について」 

 
○令和６年６月５日付け文部科学省通知「通学路における交通安全の確保の徹
底について（周知」 

 
○登下校防犯ポータルサイト（こども家庭庁） 

※ 参考資料にはリンクを貼っていますので、クリックで資料に遷移します。 
 

【本件連絡先】 
文部科学省 総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課 
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 
電話：03-5253-4111 （内線 2695） 
E-mail：anzen@mext.go.jp 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/aratanakikijisyou_all.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/kikikanri/kikikanri-all.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00030.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00030.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00022.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00022.htm
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/bouhan/

